
個人情報ファイル簿 №0026

個人情報ファイルの名称

区の機関

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等

備考

区が報酬等を支払う者

支払いを行った課からの人事課への報告

含む

地方共同法人地方税共同機構、国税庁

個人情報ファイルの種別

開示等請求を受理する組織の名称
及び所在地

報酬等支払情報データファイル

区長

総務部人事課

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律に規定された事務を行うため

別紙

（名称）政策経営部情報管理課情報公開係

（所在地）〒166-8570
　　　　　　東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１

―

法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファイル

法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

有 無
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他の支払者の住所又は所在地

住所 他の支払者の国外住所表示

電話番号 他の支払者の氏名又は名称

国外住居表示 他の支払者の給与等の金額

記

録

項

目

氏名 中途就・退職区分

性別 中途就・退職年月日

生年月日

未払金額 他の支払者のもとを退職した年月日

給与所得控除後の給与等の金額 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日

所得控除後の合計額 住宅借入金等特別控除適用数

役職名 他の支払者の徴収した税額

支払種別 他の支払者の控除した社会保険料の金額

支払金額 他の支払者の災害者にかかる徴収猶予税額

老人控除対象配偶者 扶養親族名

源泉徴収税額 住宅借入金等特別控除可能額

源泉未徴収税額 住宅借入金等特別控除区分

控除対象配偶者の有無等 住宅借入金等の額

条約免除

配偶者特別控除の金額 国民年金保険料等の金額

控除対象扶養親族の数 新生命保険料の金額

16歳未満扶養親族の数

住宅借入金等特別控除の額 徴収区分（普通徴収・特別徴収）

旧個人年金保険料の金額

配偶者の合計所得 受給者番号

旧長期損害保険料の金額 提出先市町村コード

未成年者 給与所得者個人番号

乙欄適用 勤務先所在地

本人障害区分 勤務先電話番号

寡婦 勤務先名称

死亡退職 所得税本人ひとり親区分

災害者

外国人

別紙【 報酬等支払情報データファイル 】

寡夫 個人番号

勤労学生 所得税所得金額調整控除額

障害者の数 旧生命保険料の金額

社会保険料等の金額 介護医療保険料の金額

生命保険料の控除額 新個人年金保険料の金額

地震保険料の控除額


